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・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す
・
・
・
【
９
】

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
脳
ド
ッ
ク
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
10
】

・
令
和
４
年
度　

不
妊
治
療
・
不
育
症
治
療
費
用
助
成
の

　

お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
11
】

・
７
月
の
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
11
】

・
７
月
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
展
の
ご
案
内
・
・
・
・
・
【
12
】

・
お
は
な
し
会
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
除
籍
済
み
資
料
・
雑
誌
を
差
し
上
げ
ま
す
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
７
月
体
育
館
第
２
競
技
場
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
７
月
学
校
開
放
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
12
】

・
７
月
の
体
育
館
・
第
１
競
技
場
利
用
案
内
・
・
・
・
・
・
【
13
】

【
各
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
チ
ラ
シ
】

・
税
務
職
員
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
14
】

・
町
民
と
町
長
の
ふ
れ
あ
い
ト
ー
ク
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
【
14
】

・
町
公
式
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
チ
ャ
ン
ネ
ル
「
う
っ
ち
ゃ
ん
ね
る
」
を

　

登
録
し
て
み
ま
せ
ん
か
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
14
】

・
交
通
事
故
撲
滅
を
願
う
「
ひ
ま
わ
り
の
絆
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

　

～
ひ
ま
わ
り
の
種
を
配
布
し
ま
す
～
・
・
・
・
・
・
・
・
【
14
】

・
令
和
３
年
度
入
札
結
果
（
10
月
～
３
月
）
を

　

お
知
ら
せ
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
15
】

・
第
23
回
「
未
来
へ
残
そ
う
青
い
海
！
海
上
保
安
庁

　

図
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
作
品
募
集
中
！
・
・
・
・
・
・
・
・
【
15
】

・
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
16
】

・
さ
ん
さ
ん
カ
フ
ェ
７
月
の
開
催
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
【
17
】

・
廃
屋
解
体
撤
去
費
用
を
補
助
し
ま
す
！
・
・
・
・
・
・
・
【
18
】

・
ふ
れ
あ
い
ト
ー
ク
（
出
前
講
座
）
を
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
【
19
】

・
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｅ 

Ｗ
ｉ-

Ｆ
ｉ
の
接
続
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
‼
・
・【
20
】

・
自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・「
文
芸
し
み
ず
」
の
作
品
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
審
議
会
等
の
傍
聴
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
【
２
】

・
清
水
町
表
彰
者
選
考
委
員
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
・
・
・
・
【
３
】

・
あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
３
】

・
教
科
書
展
示
会
の
開
催
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
３
】

・
町
民
陸
上
記
録
会
を
開
催
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
３
】

・
清
水
町
中
小
企
業
者
等
影
響
緩
和
特
別
支
援
金
の

　

給
付
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
４
】

・
令
和
４
年
７
月
か
ら
帯
広
税
務
署
総
合
窓
口
の

　

場
所
が
変
わ
り
ま
す
！
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
４
】

・
納
税
だ
よ
り
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
４
】

・
防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機
の
設
置
に
関
す
る
お
知
ら
せ
【
４
】

・
子
育
て
時
期
の
カ
ラ
ス
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
・
・
・
・
・
【
５
】

・
夏
の
交
通
安
全
運
動
を
実
施
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】

・
公
用
車
を
貸
出
し
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】

・
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
の
開
催
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
５
】

・
空
地
・
空
家
の
管
理
及
び
放
火
対
策
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
【
６
】

・
熱
中
症
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は
特
に
注
意
を
！
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
御
影
本
通
公
衆
ト
イ
レ
改
修
工
事
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
【
６
】

・
広
報
し
み
ず
お
知
ら
せ
版
５
月
号
の
紙
面
内
容
の

　

訂
正
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
空
地
や
ご
み
の
管
理
に
つ
い
て
の
お
願
い
・
・
・
・
・
・
・
【
６
】

・
児
童
手
当
「
現
況
届
」
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
【
７
】

・
児
童
手
当
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？
・
・
・
・
・
・
・
・
【
７
】

・
地
域
療
育
支
援
事
業
開
催
の
お
知
ら
せ
・
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
【
８
】

・
子
育
て
相
談
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

・
子
育
て
家
庭
に
育
児
用
品
を
貸
付
け
ま
す
・
・
・
・
・
・
・
【
９
】

募
　
集

募
　
集

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

福
祉
・
健
康

福
祉
・
健
康

図
書
館
・
体
育
館

図
書
館
・
体
育
館
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自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
で
は
次

　

自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
で
は
次

の
種
目
に
お
け
る
人
員
を
募
集
し
ま
す
。

の
種
目
に
お
け
る
人
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
種
目

▼
募
集
種
目

①
自
衛
官
候
補
生

①
自
衛
官
候
補
生

②
一
般
幹
部
候
補
生

②
一
般
幹
部
候
補
生

▼
応
募
資
格

▼
応
募
資
格

右
記
①

右
記
①  

　　

  

1818
歳
以
上

歳
以
上
3333
歳
未
満
の
人
（

歳
未
満
の
人
（
3232
歳
の
歳
の

人
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
で

人
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
で

3333
歳
に
達
し
て
い
な
い
人

歳
に
達
し
て
い
な
い
人

右
記
②

右
記
②

　
【
一
般
】（
飛
行
要
員
を
除
く
）

　
【
一
般
】（
飛
行
要
員
を
除
く
）

　　

  

2222
歳
以
上

歳
以
上
2626
歳
未
満
の
人
（
修
士
課

歳
未
満
の
人
（
修
士
課

程
修
了
者
等
（
見
込
み
含
む
）
は

程
修
了
者
等
（
見
込
み
含
む
）
は
2828

歳
未
満
の
人
）

歳
未
満
の
人
）

　
【
歯
科
】　

　
【
歯
科
】　

2020
歳
以
上

歳
以
上
3030
歳
未
満
の
人

歳
未
満
の
人

　　
【
薬
剤
科
】　

【
薬
剤
科
】　

2020
歳
以
上

歳
以
上
2828
歳
未
満
の
人

歳
未
満
の
人

※
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在

※
令
和
５
年
４
月
１
日
現
在

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
住
所　

帯
広
市
西
５
条
南

・
住
所　

帯
広
市
西
５
条
南
1414
丁
目
丁
目
1313

・・
☎☎
０
１
５
５
‐

０
１
５
５
‐
2323
‐
８
７
１
８

‐
８
７
１
８

・・    obihiro.pco.tokachi@rct.
    obihiro.pco.tokachi@rct.

gsdf.mod.go.jp
gsdf.mod.go.jp

・・  

自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
ホ
ー
ム

自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す

自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
り
た
い
も
の
の
情

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
り
た
い
も
の
の
情

報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に
①
欲
し
い
・
あ

①
欲
し
い
・
あ

げ
た
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

げ
た
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
ま

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
ま

た
は
電
話
に
て
受
付
け
ま
す
。

た
は
電
話
に
て
受
付
け
ま
す
。

　

受
け
渡
し
は
、
広
報
広
聴
係
を
通
し

　

受
け
渡
し
は
、
広
報
広
聴
係
を
通
し

て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士
で

て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士
で

や
り
と
り
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

や
り
と
り
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
あ
げ
ま
す
】

【
あ
げ
ま
す
】

・
白
い
机
（
横
１
ｍ

・
白
い
机
（
横
１
ｍ
7070
㎝
、
高
さ

㎝
、
高
さ
6565
㎝
）
㎝
）

・・  

シ
ン
グ
ル
ベ
ッ
ド
（
折
り
畳
み
式
）
２
個

シ
ン
グ
ル
ベ
ッ
ド
（
折
り
畳
み
式
）
２
個

・
衣
装
ケ
ー
ス
（
数
種
類
）

・
衣
装
ケ
ー
ス
（
数
種
類
）
1010
個個

・
熊
の
木
彫
り
（

・
熊
の
木
彫
り
（
4040
㎝
～
㎝
～
5050
㎝
）
㎝
）

【
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
】

【
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
】

・
車
い
す
（
町
内
小
中
学
校
で
使
用
）

・
車
い
す
（
町
内
小
中
学
校
で
使
用
）

・
清
水
中
学
校
制
服
（
女
子
）
２
着

・
清
水
中
学
校
制
服
（
女
子
）
２
着

・
食
卓
テ
ー
ブ
ル
（
１
ｍ

・
食
卓
テ
ー
ブ
ル
（
１
ｍ
2020
㎝
×
㎝
×
7070
㎝
）
㎝
）

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

企
画
課
広
報
広
聴
係

企
画
課
広
報
広
聴
係

　　

☎
6262
‐
２
１
１
４

‐
２
１
１
４

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

　

こ
ち
ら
か
ら
！
↓

審
議
会
等
の
傍
聴
を

審
議
会
等
の
傍
聴
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す

お
待
ち
し
て
い
ま
す

■■  

清
水
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
審
査
会

清
水
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
審
査
会

議
題
議
題　
「
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
基

　
「
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
基

づ
く
町
民
参
加
手
続
き
等
の
実
施
状
況

づ
く
町
民
参
加
手
続
き
等
の
実
施
状
況

に
つ
い
て
」

に
つ
い
て
」

▼
日
時

▼
日
時　

７
月
５
日

　

７
月
５
日

（火）（火）　　

1313
時時
3030
分
～
分
～

▼
場
所

▼
場
所　

役
場
２
階　

庁
議
室

　

役
場
２
階　

庁
議
室

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課
企
画
統
計
係

　

企
画
課
企
画
統
計
係

　　

☎☎
6262
‐
２
１
１
４

‐
２
１
１
４

お
い
て
、
み
な
さ
ん
の
思
い
出
や
後
世

お
い
て
、
み
な
さ
ん
の
思
い
出
や
後
世

に
伝
え
た
い
熱
い
思
い
を
お
寄
せ
く
だ

に
伝
え
た
い
熱
い
思
い
を
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。

さ
い
。

▼
応
募
上
の
注
意

▼
応
募
上
の
注
意

・・  

応
募
は
原
稿
用
紙
（

応
募
は
原
稿
用
紙
（
400400
字
詰
）
の
他
、

字
詰
）
の
他
、

MSMS
ワ
ー
ド
等
の
電
子
デ
ー
タ
の
持
ち

ワ
ー
ド
等
の
電
子
デ
ー
タ
の
持
ち

込
み
、
メ
ー
ル
で
の
提
出
も
可
能
で
す
。

込
み
、
メ
ー
ル
で
の
提
出
も
可
能
で
す
。

・・  

応
募
原
稿

応
募
原
稿
11
行
目
に
題
名
、
２
行
目

行
目
に
題
名
、
２
行
目

に
氏
名
か
ペ
ン
ネ
ー
ム
、
最
終
ペ
ー

に
氏
名
か
ペ
ン
ネ
ー
ム
、
最
終
ペ
ー

ジ
に
郵
便
番
号
・
住
所
・
本
名
・
電

ジ
に
郵
便
番
号
・
住
所
・
本
名
・
電

話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・・  

俳
句
、
短
歌
、
川
柳
以
外
は
現
代
仮

俳
句
、
短
歌
、
川
柳
以
外
は
現
代
仮

名
遣
い
、
難
読
漢
字
に
は
ル
ビ
を
ふ

名
遣
い
、
難
読
漢
字
に
は
ル
ビ
を
ふ

っ
て
く
だ
さ
い
。

っ
て
く
だ
さ
い
。

・
応
募
原
稿
の
返
却
は
し
ま
せ
ん
。

・
応
募
原
稿
の
返
却
は
し
ま
せ
ん
。

・・  

文
芸
し
み
ず
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
の

文
芸
し
み
ず
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
の

場
合
、
作
品
の
一
部
ま
た
は
全
部
を

場
合
、
作
品
の
一
部
ま
た
は
全
部
を

採
用
せ
ず
、
返
却
ま
た
は
リ
ラ
イ
ト

採
用
せ
ず
、
返
却
ま
た
は
リ
ラ
イ
ト

（
書
き
直
し
）
を
お
願
い
す
る
場
合

（
書
き
直
し
）
を
お
願
い
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

了
承
く
だ
さ
い
。

・
編
集
は
、
教
育
委
員
会
及
び
編
集
協

・
編
集
は
、
教
育
委
員
会
及
び
編
集
協

　

力
員
が
行
い
ま
す
。

　

力
員
が
行
い
ま
す
。

・
原
稿
用
紙
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー
で
も

・
原
稿
用
紙
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー
で
も

　

用
意
し
て
い
ま
す
。

　

用
意
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
締
切

▼
応
募
締
切　

７
月

　

７
月
2929
日日

（金）（金）

▼
作
品
提
出
先

▼
作
品
提
出
先

　

〒
０
８
９
‐
０
１
１
１

　

〒
０
８
９
‐
０
１
１
１

　

清
水
町
南
３
条
３
丁
目
１
番
地

　

清
水
町
南
３
条
３
丁
目
１
番
地

　

町
民
の
文
章
表
現
に
よ
る
文
化
・
芸

　

町
民
の
文
章
表
現
に
よ
る
文
化
・
芸

術
へ
の
親
し
み
、
関
心
向
上
等
を
図
る

術
へ
の
親
し
み
、
関
心
向
上
等
を
図
る

た
め
、
毎
年
、
文
芸
誌
「
文
芸
し
み
ず
」

た
め
、
毎
年
、
文
芸
誌
「
文
芸
し
み
ず
」

を
発
刊
し
て
い
ま
す
。
作
品
は
町
内
在

を
発
刊
し
て
い
ま
す
。
作
品
は
町
内
在

住
の
人
、
ゆ
か
り
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば

住
の
人
、
ゆ
か
り
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば

ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。
皆
さ
ん

ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

の
ご
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
作
品
】

【
募
集
作
品
】

　

各
種
文
芸
作
品
に
つ
い
て
募
集
し
ま

　

各
種
文
芸
作
品
に
つ
い
て
募
集
し
ま

す
。
趣
味
嗜
好
、
家
族
・
ペ
ッ
ト
紹
介
、

す
。
趣
味
嗜
好
、
家
族
・
ペ
ッ
ト
紹
介
、

平
和
に
つ
い
て
な
ど
、
様
々
な
作
品
を

平
和
に
つ
い
て
な
ど
、
様
々
な
作
品
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

・
創
作
作
品
（
戯
曲
、
小
説
）
等
：　

・
創
作
作
品
（
戯
曲
、
小
説
）
等
：　

　　

400400
字
詰
原
稿
用
紙

字
詰
原
稿
用
紙
5050
枚
以
内
。

枚
以
内
。

・・  

普
段
思
っ
て
い
る
こ
と
（
評
論
、
随

普
段
思
っ
て
い
る
こ
と
（
評
論
、
随

想
、
エ
ッ
セ
イ
）
等
：
同

想
、
エ
ッ
セ
イ
）
等
：
同
2020
枚
以
内
。

枚
以
内
。

・
旅
行
記
（
紀
行
、
記
録
）
等
：
同　

・
旅
行
記
（
紀
行
、
記
録
）
等
：
同　

　　

3030
枚
以
内
。

枚
以
内
。

・
短
歌
：
５
首
以
内
。

・
短
歌
：
５
首
以
内
。

・
俳
句
・
川
柳
：

・
俳
句
・
川
柳
：
1010
句
以
内
。

句
以
内
。

・
詩
：

・
詩
：
4040
行
以
内
。

行
以
内
。

・・  

そ
の
他
文
芸
作
品
：
原
稿
用
紙

そ
の
他
文
芸
作
品
：
原
稿
用
紙
2020
枚枚

以
内
。

以
内
。

・・  

特
集
テ
ー
マ
「
開
町
１
２
０
年
の
し

特
集
テ
ー
マ
「
開
町
１
２
０
年
の
し

み
ず
で
」

み
ず
で
」

　

開
町
１
２
０
年
を
迎
え
た
清
水
町
に

　

開
町
１
２
０
年
を
迎
え
た
清
水
町
に

「
文
芸
し
み
ず
」
の

「
文
芸
し
み
ず
」
の

作
品
を
募
集
し
ま
す

作
品
を
募
集
し
ま
す

　

清
水
町
文
化
セ
ン
タ
ー
内

　

清
水
町
文
化
セ
ン
タ
ー
内

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係　

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係　

▼▼
FAXFAX  

6262
‐
６
３
３
３

‐
６
３
３
３

▼▼  skyoiku@town.shimizu.
  skyoiku@town.shimizu.

　
　
　
　

　
　
　
　

hokkaido.jp
hokkaido.jp

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係　

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係　

　

☎
6262
‐
５
１
１
５

‐
５
１
１
５

清
水
町
表
彰
者
選
考
委
員
会

清
水
町
表
彰
者
選
考
委
員
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

委
員
を
募
集
し
ま
す

　

町
が
行
う
表
彰
の
被
表
彰
者
の
選
考

　

町
が
行
う
表
彰
の
被
表
彰
者
の
選
考

に
つ
い
て
、
町
長
の
諮
問
に
応
じ
審
査

に
つ
い
て
、
町
長
の
諮
問
に
応
じ
審
査

す
る
清
水
町
表
彰
者
選
考
委
員
会
の
委

す
る
清
水
町
表
彰
者
選
考
委
員
会
の
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

員
を
募
集
し
ま
す
。

▼▼
募
集
人
数

募
集
人
数　

２
名
以
内

　

２
名
以
内

▼▼
応
募
要
件

応
募
要
件

・・  

町
内
に
住
所
を
有
す
る
満

町
内
に
住
所
を
有
す
る
満
1818
歳
以
上
の
人

歳
以
上
の
人

・・  

町
が
設
置
す
る
他
審
議
会
等
の
委
員

町
が
設
置
す
る
他
審
議
会
等
の
委
員

で
は
な
い
人

で
は
な
い
人

・・  

清
水
町
の
議
会
議
員
及
び
職
員
（
事

清
水
町
の
議
会
議
員
及
び
職
員
（
事

務
及
び
現
業
職
の
会
計
年
度
任
用
職

務
及
び
現
業
職
の
会
計
年
度
任
用
職

員
を
含
む
）
で
な
い
人

員
を
含
む
）
で
な
い
人

▼
募
集
期
限

▼
募
集
期
限　

７
月

　

７
月
2020
日日

（水）（水）　

※
必
着

　

※
必
着

▼
応
募
方
法

▼
応
募
方
法

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
の
う

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
の
う

え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※※  

応
募
用
紙
は
総
務
課
、
御
影
支
所
に

応
募
用
紙
は
総
務
課
、
御
影
支
所
に

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
の

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

ド
で
き
ま
す
。

▼
委
員
の
任
期

▼
委
員
の
任
期

　

令
和
４
年
度
の
被
表
彰
者
選
考
に
あ

　

令
和
４
年
度
の
被
表
彰
者
選
考
に
あ

た
り
答
申
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

た
り
答
申
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

▼
そ
の
他

▼
そ
の
他

・・  

委
員
会
の
開
催
は
年
１
回
（
平
日
の

委
員
会
の
開
催
は
年
１
回
（
平
日
の

日
中
予
定
）
で
す
。

日
中
予
定
）
で
す
。

・・  

委
員
会
に
出
席
の
際
は
、
町
の
規
定

委
員
会
に
出
席
の
際
は
、
町
の
規
定

に
よ
り
報
酬
を
支
給
し
ま
す
。

に
よ
り
報
酬
を
支
給
し
ま
す
。

・・  

応
募
動
機
及
び
基
準
を
も
と
に
委
員

応
募
動
機
及
び
基
準
を
も
と
に
委
員

会
で
選
考
し
ま
す
。
な
お
、
選
考
結

会
で
選
考
し
ま
す
。
な
お
、
選
考
結

果
は
、
応
募
者
全
員
に
文
書
で
お
知

果
は
、
応
募
者
全
員
に
文
書
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

ら
せ
し
ま
す
。

・・  

応
募
者
個
人
に
関
係
す
る
選
考
資
料

応
募
者
個
人
に
関
係
す
る
選
考
資
料

は
公
開
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
応
募
用

は
公
開
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
応
募
用

紙
に
記
載
の
情
報
は
、
こ
の
委
員
の

紙
に
記
載
の
情
報
は
、
こ
の
委
員
の

選
考
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

選
考
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

・・  

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
情
報
を

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
情
報
を

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
が
課
せ

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
が
課
せ

ら
れ
ま
す
。

ら
れ
ま
す
。

▼
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
０
８
９
‐
０
１
９
２

　

〒
０
８
９
‐
０
１
９
２

　

清
水
町
南
４
条
２
丁
目
２
番
地

　

清
水
町
南
４
条
２
丁
目
２
番
地

　

総
務
課
行
政
管
理
係

　

総
務
課
行
政
管
理
係

　　

☎
6262
‐
２
１
１
１

‐
２
１
１
１

▼▼
展
示
期
限

展
示
期
限　　

　

６
月

　

６
月
1313
日日

（月）（月）
か
ら
６
月

か
ら
６
月
2727
日日

（月）（月）
ま
で
ま
で

※※  

６
月
６
月
2020
日日

（月）（月）
は
休
館
日

は
休
館
日

▼▼
展
示
時
間

展
示
時
間　

９
時
～

　

９
時
～
2222
時時

※※
1313
日
は
日
は
1313
時
か
ら
で
す
。

時
か
ら
で
す
。

※※
2727
日
は
日
は
1616
時
ま
で
で
す
。

時
ま
で
で
す
。

▼▼
展
示
場
所　

展
示
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー

文
化
セ
ン
タ
ー

▼
展
示
す
る
教
科
書

　

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
用
教

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
用
教

科
書
の
見
本
本

科
書
の
見
本
本

※※  

小
学
校
用
・
中
学
校
用
教
科
書
は
現

小
学
校
用
・
中
学
校
用
教
科
書
は
現

在
使
用
し
て
い
る
教
科
書
の
見
本
で
す
。

在
使
用
し
て
い
る
教
科
書
の
見
本
で
す
。

※※  

高
等
学
校
用
教
科
書
は
、
令
和
３
年

高
等
学
校
用
教
科
書
は
、
令
和
３
年

教
科
書
展
示
会
の

教
科
書
展
示
会
の

開
催
に
つ
い
て

開
催
に
つ
い
て

度
に
展
示
し
た
在
庫
見
本
本
の
再
展

度
に
展
示
し
た
在
庫
見
本
本
の
再
展

示
で
す
。

示
で
す
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　　

☎☎
6262
‐
５
１
３
８

‐
５
１
３
８

▼
対
象

▼
対
象　

町
民

　

町
民

▼
日
時

▼
日
時　

７
月

　

７
月
1010
日日

（日）（日）

※
雨
天
中
止
（
当
日
朝
５
時
ご
ろ
判
断
）

※
雨
天
中
止
（
当
日
朝
５
時
ご
ろ
判
断
）

▼
会
場

▼
会
場　

清
水
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

　

清
水
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

▼
そ
の
他

▼
そ
の
他

・
開
会
式　
　

８
時

・
開
会
式　
　

８
時
3030
分　分　

・・  

競
技
開
始　

９
時
（
終
了
予
定
は

競
技
開
始　

９
時
（
終
了
予
定
は
1111

時時
5050
分
）
分
）

・
主
催　

町
教
育
委
員
会

・
主
催　

町
教
育
委
員
会

・
後
援　

Ｎ
Ｐ
О
清
水
町
体
育
協
会

・
後
援　

Ｎ
Ｐ
О
清
水
町
体
育
協
会

・・  

種
目　

ト
ラ
ッ
ク
（

種
目　

ト
ラ
ッ
ク
（
5050
ｍ
走
・

ｍ
走
・
100100
ｍｍ

走
）、
フ
ィ
ー
ル
ド
（
走
幅
跳
・
砲

走
）、
フ
ィ
ー
ル
ド
（
走
幅
跳
・
砲

丸
投
・
走
高
跳
）

丸
投
・
走
高
跳
）

・・  

年
齢
区
分　

年
齢
区
分　

1818
歳
以
上
・

歳
以
上
・
3030
歳
以
上
・

歳
以
上
・

4040
歳
以
上
・

歳
以
上
・
5050
歳
以
上
・

歳
以
上
・
6060
歳
以
上

歳
以
上

※※  

小
学
生
・
中
学
生
は
学
校
単
位
で
取

小
学
生
・
中
学
生
は
学
校
単
位
で
取

り
ま
と
め
ま
す
。

り
ま
と
め
ま
す
。

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

６
月

　

６
月
2121
日日

（火）（火）
ま
で
に
社
会
教
育
課
ス

ま
で
に
社
会
教
育
課
ス

ポ
ー
ツ
係
（

ポ
ー
ツ
係
（
☎☎
6262
‐
５
１
１
５
）
ま
で

‐
５
１
１
５
）
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。

ご
連
絡
下
さ
い
。

※
当
日
受
付
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

※
当
日
受
付
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

町
民
陸
上
記
録
会
を
開
催
し
ま
す

町
民
陸
上
記
録
会
を
開
催
し
ま
す
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　普通救命講習Ⅰでは、成人に対する心肺蘇生法、普通救命講習Ⅰでは、成人に対する心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用法、止血法などが学べます。応急手当ＡＥＤの使用法、止血法などが学べます。応急手当
の目的は「救命・悪化防止・苦痛の軽減」です。反の目的は「救命・悪化防止・苦痛の軽減」です。反
応がない、呼吸停止、心臓停止、気道異物などの症応がない、呼吸停止、心臓停止、気道異物などの症
状を認めた場合、「救命」を目的とした手当が、すぐ状を認めた場合、「救命」を目的とした手当が、すぐ
に生命にかかわることがなくても、けがや病気そのに生命にかかわることがなくても、けがや病気その
ものが重症であった場合には「悪化防止・苦痛軽減」ものが重症であった場合には「悪化防止・苦痛軽減」
を目的とした手当が必要です。家族や身近な人の万を目的とした手当が必要です。家族や身近な人の万
が一に対応するためにも受講してみてください。が一に対応するためにも受講してみてください。
▼対象▼対象　町民（中学生以上）　町民（中学生以上）
▼日時▼日時　７月10日（日）　９時～12時　７月10日（日）　９時～12時
▼会場▼会場　清水消防庁舎１階　消防団待機室　清水消防庁舎１階　消防団待機室
▼必要なもの▼必要なもの　動きやすい服装、不織布マスク　動きやすい服装、不織布マスク
▼費用・定員▼費用・定員　無料　10名程度　無料　10名程度
▼申込・お問い合わせ先▼申込・お問い合わせ先
　６月30日（木）までに、清水消防署救急係（　６月30日（木）までに、清水消防署救急係（☎☎
62-2519）までご連絡ください。62-2519）までご連絡ください。

【受講時のお願い】【受講時のお願い】
　受講日の５日前から発熱（37．5度以上）や体調　受講日の５日前から発熱（37．5度以上）や体調
不良（のどの痛みや倦怠感）などの症状が１度でも不良（のどの痛みや倦怠感）などの症状が１度でも
出た場合は受講を控え、消防署にご連絡ください。出た場合は受講を控え、消防署にご連絡ください。
また、受講の際は必ず不織布マスクを着用し手洗い、また、受講の際は必ず不織布マスクを着用し手洗い、
咳エチケット、手指消毒にご協力ください。咳エチケット、手指消毒にご協力ください。
※コロナ感染の状況により中止となる場合があります。※コロナ感染の状況により中止となる場合があります。

普通救命講習Ⅰの開催について普通救命講習Ⅰの開催について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減
少している事業者等に対し、特別支援金を給付します。少している事業者等に対し、特別支援金を給付します。
▼▼給付対象事業者等給付対象事業者等
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年

（2022年）４月から令和４年６月までの期間の事業収（2022年）４月から令和４年６月までの期間の事業収
入の平均額が、令和３年（2021年）・令和２年（2020年）・入の平均額が、令和３年（2021年）・令和２年（2020年）・
令和元年（2019年）いずれかの同期間の平均額と比較令和元年（2019年）いずれかの同期間の平均額と比較
して30％以上減少した期間が存在し、次の要件全てにして30％以上減少した期間が存在し、次の要件全てに
該当する必要があります。該当する必要があります。
① 現に事業を営んでおり、町内に独立した事業所① 現に事業を営んでおり、町内に独立した事業所
（店舗）を有していること（店舗）を有していること

② 中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中② 中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中
小企業者であること小企業者であること

③ 「令和４年４月から令和４年６月の期間」におい③ 「令和４年４月から令和４年６月の期間」におい
て、各月ごとの営業日数が20日以上であることて、各月ごとの営業日数が20日以上であること

▼▼給付額給付額
①中小法人等　最大 20 万円①中小法人等　最大 20 万円
②個人事業者等　最大 10 万円②個人事業者等　最大 10 万円
▼▼申請期間申請期間
　令和４年７月１日～令和４年９月 30 日まで　令和４年７月１日～令和４年９月 30 日まで
▼申請・相談窓口　▼申請・相談窓口　
　清水町役場商工観光課・清水町商工会　清水町役場商工観光課・清水町商工会
▼お問い合わせ先　▼お問い合わせ先　
　商工観光課商工観光係　　商工観光課商工観光係　☎☎ 62-115662-1156

清水町中小企業者等影響緩和清水町中小企業者等影響緩和
特別支援金の給付について特別支援金の給付について

　令和４年７月 11 日（月）から、帯広税務署の　令和４年７月 11 日（月）から、帯広税務署の
総合窓口が、帯広第２地方合同庁舎の１階から２総合窓口が、帯広第２地方合同庁舎の１階から２
階に変更となります。階に変更となります。
　申請書等の提出や税金の納付、税金のご相談等　申請書等の提出や税金の納付、税金のご相談等
については、２階総合窓口にお越しください。については、２階総合窓口にお越しください。
　なお、申告のご相談については予約が必要とな　なお、申告のご相談については予約が必要とな
りますので、帯広税務署まで事前にご連絡いただりますので、帯広税務署まで事前にご連絡いただ
きますようお願いいたします。きますようお願いいたします。

▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先
　帯広税務署　総務課　　帯広税務署　総務課　☎☎ 0155-24-21610155-24-2161

階　段

総合窓口

ＥＶ ＥＶ

令和４年７月から令和４年７月から
帯広税務署総合窓口の場所が変わります！帯広税務署総合窓口の場所が変わります！
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と
い
う
意

識
を
強
く
持
ち
ま
し
ょ
う
。

識
を
強
く
持
ち
ま
し
ょ
う
。

※
飲
酒
時
の
自
転
車
も
や
め
ま
し
ょ
う
！

※
飲
酒
時
の
自
転
車
も
や
め
ま
し
ょ
う
！

◇
し
み
ず
旗
波
作
戦
実
施
中
！

◇
し
み
ず
旗
波
作
戦
実
施
中
！

　

７
月

　

７
月
1313
日日  

1717
時時
4040
分
～
分
～
1717
時時
5555
分分

　

役
場
庁
舎
横
Ｒ
２
７
４
沿
い
に
お
越

　

役
場
庁
舎
横
Ｒ
２
７
４
沿
い
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

し
く
だ
さ
い
。

◇
反
射
材
無
料
配
布
中
！

◇
反
射
材
無
料
配
布
中
！

　

歩
行
者
・
自
転
車
用
の
反
射
材
を
無

　

歩
行
者
・
自
転
車
用
の
反
射
材
を
無

料
配
布
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

料
配
布
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、

役
場
町
民
生
活
課
ま
た
は
御
影
支
所
窓

役
場
町
民
生
活
課
ま
た
は
御
影
支
所
窓

口
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

口
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

『
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・

『
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・

交
通
事
故
』

交
通
事
故
』

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課
住
民
活
動
係

　

町
民
生
活
課
住
民
活
動
係

　　

☎☎
6262
‐
１
１
５
１

‐
１
１
５
１

公
用
車
を
貸
出
し
ま
す

公
用
車
を
貸
出
し
ま
す

　

町
で
所
有
し
て
い
る
公
用
車
を
無
償

　

町
で
所
有
し
て
い
る
公
用
車
を
無
償

で
貸
出
し
ま
す
。（
個
人
貸
出
し
は
し

で
貸
出
し
ま
す
。（
個
人
貸
出
し
は
し

て
ま
せ
ん
）

て
ま
せ
ん
）

【
貸
出
車
両
】

【
貸
出
車
両
】

・・  

マ
ツ
ダ
ボ
ン
ゴ
ト
ラ
ッ
ク
（
１
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
）

マ
ツ
ダ
ボ
ン
ゴ
ト
ラ
ッ
ク
（
１
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
）

・
日
産
バ
ネ
ッ
ト
バ
ン

・
日
産
バ
ネ
ッ
ト
バ
ン

▼▼
貸
出
条
件

貸
出
条
件

　　
「
清
水
町
公
用
車
の
貸
出
し
に
関
す
る

「
清
水
町
公
用
車
の
貸
出
し
に
関
す
る

要
綱
」
に
基
づ
く
営
利
、
宗
教
、
政
治
活

要
綱
」
に
基
づ
く
営
利
、
宗
教
、
政
治
活

動
を
目
的
と
せ
ず
、
町
内
の
公
共
施
設
等

動
を
目
的
と
せ
ず
、
町
内
の
公
共
施
設
等

の
美
化
、
排
除
雪
等
に
使
用
す
る
場
合
。

の
美
化
、
排
除
雪
等
に
使
用
す
る
場
合
。

▼▼
使
用
期
間

使
用
期
間

　

土
日
や
休
日
の
９
時
～

　

土
日
や
休
日
の
９
時
～
1717
時
ま
で

時
ま
で

▼▼
申
込
方
法

申
込
方
法

　

使
用
日
か
ら

　

使
用
日
か
ら
1010
日
前
ま
で
に
「
清
水

日
前
ま
で
に
「
清
水

町
公
用
車
使
用
許
可
申
請
書
兼
誓
約
書
」

町
公
用
車
使
用
許
可
申
請
書
兼
誓
約
書
」

に
、
運
転
免
許
証
の
写
し
を
添
付
し
て

に
、
運
転
免
許
証
の
写
し
を
添
付
し
て

提
出
願
い
ま
す
。

提
出
願
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
契
約
財
産
係

　

総
務
課
契
約
財
産
係

　　

☎☎
6262
‐
２
１
１
１

‐
２
１
１
１
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空
地
・
空
家
の
管
理
及
び

空
地
・
空
家
の
管
理
及
び

放
火
対
策
に
つ
い
て

放
火
対
策
に
つ
い
て

　　

と
か
ち
広
域
消
防
事
務
組
合
火
災
予

と
か
ち
広
域
消
防
事
務
組
合
火
災
予

防
条
例
第

防
条
例
第
3636
条
で
は
、
空
地
及
び
空
家

条
で
は
、
空
地
及
び
空
家

の
所
有
者
・
管
理
者
・
占
有
者
は
、
火

の
所
有
者
・
管
理
者
・
占
有
者
は
、
火

災
予
防
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

災
予
防
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ば
な
ら
な
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

空
地
及
び
空
家
で
発
生
し
た
火
災
は
、

　

空
地
及
び
空
家
で
発
生
し
た
火
災
は
、

発
見
が
遅
れ
、
周
囲
の
住
宅
な
ど
に
延

発
見
が
遅
れ
、
周
囲
の
住
宅
な
ど
に
延

焼
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
管
理
に
つ

焼
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
管
理
に
つ

い
て
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

い
て
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◆
空
地
の
管
理
に
つ
い
て

◆
空
地
の
管
理
に
つ
い
て

・・  

枯
草
、
木
屑
、
紙
屑
等
の
燃
え
や
す

枯
草
、
木
屑
、
紙
屑
等
の
燃
え
や
す

い
も
の
は
、
そ
の
場
に
放
置
し
な
い

い
も
の
は
、
そ
の
場
に
放
置
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
空
家
の
管
理
に
つ
い
て

◆
空
家
の
管
理
に
つ
い
て

・・  

ド
ア
や
窓
等
は
施
錠
し
、
侵
入
防
止

ド
ア
や
窓
等
は
施
錠
し
、
侵
入
防
止

対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

・・  

ガ
ス
や
電
気
は
確
実
に
遮
断
し
、
危

ガ
ス
や
電
気
は
確
実
に
遮
断
し
、
危

険
物
（
灯
油
な
ど
）
は
そ
の
場
に
置

険
物
（
灯
油
な
ど
）
は
そ
の
場
に
置

か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
放
火
対
策
に
つ
い
て

◆
放
火
対
策
に
つ
い
て

・・  

所
有
者
、
管
理
者
、
占
有
者
は
管
理
意

所
有
者
、
管
理
者
、
占
有
者
は
管
理
意

識
を
高
め
、
巡
回
等
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

識
を
高
め
、
巡
回
等
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

・・  

夜
間
は
、
建
物
の
周
囲
を
明
る
く
照

夜
間
は
、
建
物
の
周
囲
を
明
る
く
照

ら
し
ま
し
ょ
う
。

ら
し
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

清
水
消
防
署
広
報
調
査
係

　

清
水
消
防
署
広
報
調
査
係

　　

☎☎
6262
‐
２
５
１
９

‐
２
５
１
９

熱
中
症
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は

熱
中
症
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は

特
に
注
意
を
！

特
に
注
意
を
！

　

熱
中
症
は
暑
さ
に
体
が
慣
れ
て
い
な

　

熱
中
症
は
暑
さ
に
体
が
慣
れ
て
い
な

い
６
、
７
月
頃
か
ら
発
症
し
や
す
く
な

い
６
、
７
月
頃
か
ら
発
症
し
や
す
く
な

り
、
９
月
頃
ま
で
は
引
き
続
き
注
意
が

り
、
９
月
頃
ま
で
は
引
き
続
き
注
意
が

必
要
で
す
。
昨
今
で
は
熱
い
時
期
が
長

必
要
で
す
。
昨
今
で
は
熱
い
時
期
が
長

期
化
し
、
以
前
よ
り
真
夏
日
が
約
２
倍

期
化
し
、
以
前
よ
り
真
夏
日
が
約
２
倍

に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
現
代
の

に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
現
代
の

気
候
に
合
わ
せ
た
暑
さ
対
策
が
必
要
で

気
候
に
合
わ
せ
た
暑
さ
対
策
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
マ
ス

す
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
マ
ス

ク
の
着
用
は
熱
中
症
の
リ
ス
ク
を
高
め

ク
の
着
用
は
熱
中
症
の
リ
ス
ク
を
高
め

る
た
め
、
周
り
と
「
ひ
と
涼
み
し
よ
う
」

る
た
め
、
周
り
と
「
ひ
と
涼
み
し
よ
う
」

な
ど
の
声
を
か
け
あ
い
、
早
め
の
熱
中

な
ど
の
声
を
か
け
あ
い
、
早
め
の
熱
中

症
予
防
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

症
予
防
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

◆◆
熱
中
症
予
防
の
ポ
イ
ン
ト

熱
中
症
予
防
の
ポ
イ
ン
ト

・・  

こ
ま
め
に
水
分
と
塩
分
を
補
給
し
ま

こ
ま
め
に
水
分
と
塩
分
を
補
給
し
ま

し
ょ
う
。

し
ょ
う
。

・・  

な
る
べ
く
日
陰
で
こ
ま
め
に
休
憩
を

な
る
べ
く
日
陰
で
こ
ま
め
に
休
憩
を

と
り
ま
し
ょ
う
。

と
り
ま
し
ょ
う
。

・・  

涼
し
い
服
装
、
日
傘
や
帽
子
を
活
用

涼
し
い
服
装
、
日
傘
や
帽
子
を
活
用

し
ま
し
ょ
う
。

し
ま
し
ょ
う
。

・・  

暑
い
日
、
体
調
の
悪
い
日
は
無
理
を

暑
い
日
、
体
調
の
悪
い
日
は
無
理
を

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・・  

屋
外
で
は
適
宜
マ
ス
ク
を
外
し
ま
し

屋
外
で
は
適
宜
マ
ス
ク
を
外
し
ま
し

ょ
う
。

ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　　

☎☎
6767
‐
７
３
２
０

‐
７
３
２
０

御
影
本
通
公
衆
ト
イ
レ

御
影
本
通
公
衆
ト
イ
レ

改
修
工
事
の
お
知
ら
せ

改
修
工
事
の
お
知
ら
せ

　

御
影
本
通
公
衆
ト
イ
レ
は
通
年
利
用

　

御
影
本
通
公
衆
ト
イ
レ
は
通
年
利
用

化
改
修
工
事
の
た
め
、
７
月

化
改
修
工
事
の
た
め
、
７
月
1919
日日

（火）（火）
かか

ら
８
月

ら
８
月
3131
日日

（水）（水）
ま
で
の
期
間
閉
鎖
い
た

ま
で
の
期
間
閉
鎖
い
た

し
ま
す
。

し
ま
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
に
は
ご
不
便
を
お
か

　

地
域
の
皆
さ
ん
に
は
ご
不
便
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
右
記
の
期
間
は
ご
利
用

け
し
ま
す
が
、
右
記
の
期
間
は
ご
利
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課
生
活
環
境
係

　

町
民
生
活
課
生
活
環
境
係

　　

☎☎
6767
‐
７
５
５
５

‐
７
５
５
５

空地やごみの管理についてのお願い

▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先

町民生活課生活環境係　町民生活課生活環境係　☎☎ 67‐755567‐7555

適切なごみの管理をお願いします！
　野焼きとは、家庭ごみや刈った枝や草、穀物　野焼きとは、家庭ごみや刈った枝や草、穀物
の殻等を屋外で焼却することです。の殻等を屋外で焼却することです。
　野焼きは禁止されており、罰則の対象で　野焼きは禁止されており、罰則の対象で
す。違反した場合は「５年以下の懲役もしくはす。違反した場合は「５年以下の懲役もしくは
１千万円以下の罰金、またはその両方。」と定１千万円以下の罰金、またはその両方。」と定
められています。められています。
　ドラム缶等の簡易な焼却炉を利用して燃やす　ドラム缶等の簡易な焼却炉を利用して燃やす
等の野焼きは絶対に行わないでください。等の野焼きは絶対に行わないでください。

空地の草刈をお願いします空地の草刈をお願いします
　毎年この時期、空地の雑草の苦情が多数寄　毎年この時期、空地の雑草の苦情が多数寄
せられています。空地の所有者は夏から秋にせられています。空地の所有者は夏から秋に
かけて環境美化や野火、害虫発生防止のためかけて環境美化や野火、害虫発生防止のため
定期的な草刈りをお願いします。定期的な草刈りをお願いします。

　広報しみずお知らせ版５月号に掲載し
ました「有害鳥獣侵入防止電牧柵等設置
費補助金の申請について」において、申
込期限の曜日に誤りがありましたので、
お詫び申し上げ、訂正いたします。
誤）８月31日（木）　⇒　正）８月31日（水）
▼お問い合わせ先
　農林課林務係　☎62-2112

広報しみずお知らせ版５月号広報しみずお知らせ版５月号
紙面内容の訂正について紙面内容の訂正について

　

こ
れ
ま
で
受
給
者
全
員
に
提
出
を
お

　

こ
れ
ま
で
受
給
者
全
員
に
提
出
を
お

願
い
し
て
お
り
ま
し
た
「
児
童
手
当
の

願
い
し
て
お
り
ま
し
た
「
児
童
手
当
の

現
況
届
」
で
す
が
、
令
和
４
年
６
月
か

現
況
届
」
で
す
が
、
令
和
４
年
６
月
か

ら
原
則
提
出
不
要
に
な
り
ま
す
。

ら
原
則
提
出
不
要
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ

　

た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
方
に
は
、
引
き
続
き
町
か
ら
関
係
書

た
方
に
は
、
引
き
続
き
町
か
ら
関
係
書

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で
に

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で
に

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

し
ま
す
。

　

な
お
、
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

　

な
お
、
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
給
す
る
こ
と

６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

が
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
他
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、

　

そ
の
他
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、

子
育
て
支
援
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

子
育
て
支
援
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

だ
さ
い
。

▼
対
象

▼
対
象　　

　

児
童
手
当
受
給
者

　

児
童
手
当
受
給
者

※
提
出
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
方
の
み

※
提
出
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
方
の
み

▼
提
出
期
日

▼
提
出
期
日　

６
月

　

６
月
3030
日日

（木）（木）

▼
提
出
方
法

▼
提
出
方
法

・
郵
送

・
郵
送

・・  

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係
ま
た
御

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係
ま
た
御

影
支
所
へ
持
参

影
支
所
へ
持
参

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係

　

子
育
て
支
援
課
児
童
保
育
係

　　

☎☎
6969
‐
２
２
２
６

‐
２
２
２
６

児
童
手
当
「
現
況
届
」
の

児
童
手
当
「
現
況
届
」
の

提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

児童手当とは？
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度で
す。

支給額

区　分区　分 所得制限未満の受給者所得制限未満の受給者 所得制限以上の受給者所得制限以上の受給者

０～３歳未満 月額　15,000円（一律）

月額　5,000円（一律）３歳～小学校修了前

第１子、第２子
⇒月額　10,000円
第３子以降
⇒月額　15,000円

中学生 月額　10,000円（一律）

※所得制限があります。
※ 「第３子以降」とは、高校卒業まで（18 歳の誕生日後の最初の３月 31 日まで）の

養育している児童のうち、３番目以降をいいます。
※�令和４年度 10 月支給分より、特例給付の所得制限を超えた場合、支給対象外とな
ります。次年度の所得が決定し、その額が所得制限限度額未満だった場合、改めて
認定請求書を提出いただき、あらたに支給することになります。

支給月
原則、６月・10 月・２月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
（例：６月分は、２月・３月・４月・５月分を支給）

対象者
町内に居住し、０歳～中学校修了前の児童（※）を養育している人
※ 15 歳到達後の最初の３月 31 日までの児童のこと

必要なもの
・マイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカード、個人番号通知カードなど）
・保険証（国民健康保険の人は不要）
・振込先金融機関の通帳（受給資格者（請求者）名義のもの）

申込方法
児童を養育するご本人が、子育て支援課児童保育係に申請する必要があります。出生
届の提出や転入時に手続きすることができます。

お問い合わせ先 子育て支援課児童保育係　☎ 69-2226

児童手当の申請はお済ですか？児童手当の申請はお済ですか？
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お
子
さ
ん
と
の
か
か
わ
り
か
た
や
、

　

お
子
さ
ん
と
の
か
か
わ
り
か
た
や
、

お
子
さ
ん
の
健
康
や
発
達
な
ど
、
育
児

お
子
さ
ん
の
健
康
や
発
達
な
ど
、
育
児

に
関
す
る
相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。
ど

に
関
す
る
相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。
ど

ん
な
こ
と
で
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

ん
な
こ
と
で
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

さ
い
。

▼
相
談
時
間

▼
相
談
時
間

　

月
曜
～
金
曜
日　

８
時

　

月
曜
～
金
曜
日　

８
時
4545
分
～
分
～
1717
時時

3030
分
（
メ
ー
ル
は

分
（
メ
ー
ル
は
2424
時
間
）

時
間
）

▼
対
応
者

▼
対
応
者

　

保
健
師
、
栄
養
士
、
保
育
士
、
心
理

　

保
健
師
、
栄
養
士
、
保
育
士
、
心
理

士
、
言
語
聴
覚
士
等

士
、
言
語
聴
覚
士
等

▼
そ
の
他

▼
そ
の
他

・
相
談
方
法
の
指
定
は
行
い
ま
せ
ん
。

・
相
談
方
法
の
指
定
は
行
い
ま
せ
ん
。

・・  

内
容
に
よ
っ
て
は
、
回
答
に
お
時
間

内
容
に
よ
っ
て
は
、
回
答
に
お
時
間

を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
相
談
は
、
匿
名
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

・
相
談
は
、
匿
名
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

・・  

相
談
内
容
等
を
公
表
ま
た
は
他
言
す

相
談
内
容
等
を
公
表
ま
た
は
他
言
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼▼
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ
先

相
談
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　　

  

清
水
町
南
３
条
２
丁
目
清
水
町
保
健

清
水
町
南
３
条
２
丁
目
清
水
町
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
内

福
祉
セ
ン
タ
ー
内

　　

☎☎
6969
‐
２
２
２
６

‐
２
２
２
６

　　

    g
e
n
k
i
@
t
o
w
n
.
s
h
i
m
i
z
u
.

    g
e
n
k
i
@
t
o
w
n
.
s
h
i
m
i
z
u
.

hokkaido.jp
hokkaido.jp

子
育
て
相
談
に
つ
い
て

子
育
て
相
談
に
つ
い
て

子育て支援センター事業について子育て支援センター事業について  

子育て支援センター事業カレンダー子育て支援センター事業カレンダー
令和４年７令和４年７月月

日 月 火 水 木 金 土
１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

げんき

ＰＭげんき

■げんきひろば　 9：30～11：30■げんきひろば　 9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■御影げんきひろば　10：00～11：30■御影げんきひろば　10：00～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■ＰＭげんき　13：30～15：30■ＰＭげんき　13：30～15：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
※げんきひろばのスペースを開放します。※げんきひろばのスペースを開放します。

■ベビーマッサージ　11：00～11：30■ベビーマッサージ　11：00～11：30
※おおむね２か月から※おおむね２か月から
※持ち物　バスタオル、小さめのレジャーシー※持ち物　バスタオル、小さめのレジャーシー
　　　　　ト（おしっこ防水シート）　　　　　ト（おしっこ防水シート）

■ファミリーデー　9：30～11：30■ファミリーデー　9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
◎会場は、保健福祉センターです。◎会場は、保健福祉センターです。
◎御影げんきひろばの会場は御影改善センターです。◎御影げんきひろばの会場は御影改善センターです。
◎詳しくは、子育て支援センター（◎詳しくは、子育て支援センター（☎☎69-222669-2226））
　までお問い合わせください。　までお問い合わせください。
◎第５週目はお休みです。◎第５週目はお休みです。

御影げんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

ファミリー

　令和４年７月の子育て支援センター事業を次のとおり行います。

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

ＰＭげんき

御影げんき

げんき

ファミリーげんき

げんき げんき

ＰＭげんき

げんき

ＰＭげんき

ベビマ

ＰＭげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

げんき

げんき

げんき

ＰＭげんき

■お問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係  ☎☎６9-2226

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

げんき

　

あ
か
ち
ゃ
ん
の
全
身
を
優
し
く
マ
ッ

　

あ
か
ち
ゃ
ん
の
全
身
を
優
し
く
マ
ッ

サ
ー
ジ
し
て
、
お
子
さ
ん
の
発
育
や
情

サ
ー
ジ
し
て
、
お
子
さ
ん
の
発
育
や
情

緒
の
発
達
を
う
な
が
す
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ

緒
の
発
達
を
う
な
が
す
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ

ー
ジ
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

ー
ジ
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

育
児
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
な
が
ら
、

　

育
児
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
な
が
ら
、

お
子
さ
ん
と
目
線
を
合
わ
せ
、
お
子
さ

お
子
さ
ん
と
目
線
を
合
わ
せ
、
お
子
さ

ん
へ
の
「
大
好
き
」
の
気
持
ち
を
伝
え

ん
へ
の
「
大
好
き
」
の
気
持
ち
を
伝
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

て
み
ま
せ
ん
か
。

▼▼
対
象
対
象　

お
お
む
ね
生
後
２
か
月
か
ら

　

お
お
む
ね
生
後
２
か
月
か
ら

▼▼
日
時
日
時　　

　

毎
週
木
曜
日　

　

毎
週
木
曜
日　

1111
時
～
時
～
1111
時時
3030
分分

※
第
５
週
目
は
お
休
み
で
す
。

※
第
５
週
目
は
お
休
み
で
す
。

▼▼
場
所
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼▼
持
ち
物

持
ち
物　　

　

バ
ス
タ
オ
ル
、
お
好
み
で
ベ
ビ
ー
オ

　

バ
ス
タ
オ
ル
、
お
好
み
で
ベ
ビ
ー
オ

イ
ル
（
お
子
さ
ん
に
あ
っ
た
も
の
を
お

イ
ル
（
お
子
さ
ん
に
あ
っ
た
も
の
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。）

持
ち
く
だ
さ
い
。）

▼▼
費
用
費
用　

無
料

　

無
料

▼▼
そ
の
他

そ
の
他　　

　

申
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

　

申
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　　

☎☎
6969
‐
２
２
２
６

‐
２
２
２
６

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

参
加
し
ま
せ
ん
か

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

　

８
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
後
期
高

　

８
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者
証
を
７
月
下

齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者
証
を
７
月
下

旬
に
被
保
険
者
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

旬
に
被
保
険
者
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
と
交
換

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
と
交
換

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
、
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合

　

そ
の
他
、
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合

は
、
町
民
生
活
課
保
険
係
ま
で
ご
連
絡

は
、
町
民
生
活
課
保
険
係
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

☎
6262
‐
１
１
５
１

‐
１
１
５
１

　

清
水
町
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　

清
水
町
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
と
そ

で
は
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
と
そ

の
家
族
を
支
え
る
た
め
に
、
北
海
道
立

の
家
族
を
支
え
る
た
め
に
、
北
海
道
立

旭
川
子
ど
も
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
か
ら

旭
川
子
ど
も
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
か
ら

医
療
ス
タ
ッ
フ
の
派
遣
を
受
け
て
、
地

医
療
ス
タ
ッ
フ
の
派
遣
を
受
け
て
、
地

域
療
育
支
援
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

域
療
育
支
援
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
理
学
療
法
士
で
す
。
首
の

　

今
年
度
は
理
学
療
法
士
で
す
。
首
の

す
わ
り
が
遅
い
、
お
座
り
の
姿
勢
や
歩

す
わ
り
が
遅
い
、
お
座
り
の
姿
勢
や
歩

行
が
不
安
定
な
ど
、
お
子
さ
ん
の
発
達

行
が
不
安
定
な
ど
、
お
子
さ
ん
の
発
達

で
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

で
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
必
要
時
間
は

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
必
要
時
間
は

お
よ
そ
１
時
間
程
度
で
す
。

お
よ
そ
１
時
間
程
度
で
す
。

▼
日
時

▼
日
時

　

８
月
２
日

　

８
月
２
日

（火）（火）　

９
時
～

　

９
時
～
1616
時時
3030
分分

▼▼
会
場
会
場　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
必
要
な
も
の

▼
必
要
な
も
の

　

事
前
に
調
書
の
作
成
が
あ
り
ま
す
。

　

事
前
に
調
書
の
作
成
が
あ
り
ま
す
。

　

面
談
の
際
に
は
母
子
手
帳
や
バ
ー
ス

　

面
談
の
際
に
は
母
子
手
帳
や
バ
ー
ス

デ
ー
ブ
ッ
ク
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

デ
ー
ブ
ッ
ク
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
費
用

▼
費
用　

無
料

　

無
料

▼
定
員

▼
定
員　

２
名

　

２
名

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

７
月
５
日

　

７
月
５
日

（火）（火）
ま
で
に
子
育
て
支
援
課

ま
で
に
子
育
て
支
援
課

子
育
て
支
援
係
（

子
育
て
支
援
係
（
☎
6969
‐
２
２
２
６
）

‐
２
２
２
６
）

ま
で
電
話
で
ご
連
絡
願
い
ま
す
。

ま
で
電
話
で
ご
連
絡
願
い
ま
す
。

地
域
療
育
支
援
事
業
開
催
の

地
域
療
育
支
援
事
業
開
催
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　

町
民
の
方
で
、
小
学
校
就
学
前
の
お

　

町
民
の
方
で
、
小
学
校
就
学
前
の
お

子
さ
ん
持
つ
保
護
者
ま
た
は
養
育
者
の

子
さ
ん
持
つ
保
護
者
ま
た
は
養
育
者
の

方
に
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
、
ベ
ビ
ー
カ

方
に
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
、
ベ
ビ
ー
カ

ー
、
ベ
ビ
ー
ラ
ッ
ク
を
１
年
間
無
料
で

ー
、
ベ
ビ
ー
ラ
ッ
ク
を
１
年
間
無
料
で

貸
出
し
ま
す
。
ご
予
約
は
２
か
月
前
か

貸
出
し
ま
す
。
ご
予
約
は
２
か
月
前
か

ら
受
け
付
け
し
て
お
り
、
貸
出
期
間
は

ら
受
け
付
け
し
て
お
り
、
貸
出
期
間
は

１
年
以
内
で
す
。

１
年
以
内
で
す
。

▼
対
象

▼
対
象

　

小
学
校
就
学
前
の
お
子
さ
ん
の
保
護

　

小
学
校
就
学
前
の
お
子
さ
ん
の
保
護

者
等
者
等

▼
必
要
な
も
の

▼
必
要
な
も
の

　

身
分
を
証
明
す
る
も
の

　

身
分
を
証
明
す
る
も
の

※※  

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
出
申
請
に

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
出
申
請
に

は
、
運
転
免
許
証
が
必
要
で
す
。

は
、
運
転
免
許
証
が
必
要
で
す
。

▼
費
用

▼
費
用　

無
料

　

無
料

▼
定
員

▼
定
員　

幼
児
１
人
に
つ
き
各
１
台

　

幼
児
１
人
に
つ
き
各
１
台

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　　

☎
6969
‐
２
２
２
６

‐
２
２
２
６

子
育
て
家
庭
に
育
児
用
品
を

子
育
て
家
庭
に
育
児
用
品
を

貸
し
付
け
ま
す

貸
し
付
け
ま
す

ＰＭげんき

御影げんき

げんき

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

　

８
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
国
民
健

　

８
月
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に
世

康
保
険
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に
世

帯
主
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

帯
主
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
と
交
換

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
と
交
換

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　　

7070
歳
未
満
の
方
で
限
度
額
適
用
認
定

歳
未
満
の
方
で
限
度
額
適
用
認
定

証
を
お
持
ち
の
方
は
、
有
効
期
限
が
７

証
を
お
持
ち
の
方
は
、
有
効
期
限
が
７

月
末
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

月
末
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

８
月
１
日
以
降
も
必
要
な
方
は
（
医
療

８
月
１
日
以
降
も
必
要
な
方
は
（
医
療

費
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

費
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

な
ど
）
は
再
度
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

な
ど
）
は
再
度
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

で
社
会
保
険
等
に
加
入
さ
れ
た
場
合
は
、

で
社
会
保
険
等
に
加
入
さ
れ
た
場
合
は
、

資
格
喪
失
の
届
出
が
必
要
で
す
。

資
格
喪
失
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
、
印
鑑
、
新
し
い
社
会
保
険
等

険
者
証
、
印
鑑
、
新
し
い
社
会
保
険
等

の
被
保
険
者
証
を
役
場
窓
口
に
ご
持
参

の
被
保
険
者
証
を
役
場
窓
口
に
ご
持
参

の
う
え
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

の
う
え
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
、
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合

　

そ
の
他
、
ご
不
明
な
点
が
あ
る
場
合

は
、
町
民
生
活
課
保
険
係
ま
で
ご
連
絡

は
、
町
民
生
活
課
保
険
係
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

町
民
生
活
課
保
険
係

　

☎
6262
‐
１
１
５
１

‐
１
１
５
１



お知らせ版 2022.６.15【10】【11】お知らせ版 2022.６.15

脳ドックのお知らせ脳ドックのお知らせ
　次の医療機関で脳ドックを受診に対して助成を行っています。この機会に受診してみませんか？　次の医療機関で脳ドックを受診に対して助成を行っています。この機会に受診してみませんか？

帯広厚生病院 北斗病院

対象

40 歳以上の清水町国民健康保険加入者及び
後期高齢者医療保険被保険者
※ 町が実施する人間ドックを受診される場
合は、脳ドックをオプションで受ける場
合に助成があります。詳細はお問い合わ
せください。

40 歳以上の町民
※ 前年度に町の補助を受けて脳ドックを受

診していない人

受診可能日
受付時間

人間ドック受診時のオプションでの申込にな
るため、人間ドックをお申込みの際に直接病
院にお申込みください。

空き状況（2022.6.3現在）
７月 11日
８月 18日、22日、24日
９月 ７日、８日、12日、22日
10月 ４日、17日、19日
11月 １日、７日、８日、11日
12月 １日、５日、13日
2023年１月 25日、26日、31日
２月 ８日、10日
３月 １日、６日、７日、９日、10日

検査内容 МＲＩ撮影

問診、医師診察、血液検査、血圧検査、尿
検査、眼底検査、頸動脈エコー、心電図検査、
МＲＩ・МＲＡ撮影、タッチパネルによる
簡易認知症検査（60 歳以上は公認心理士に
よる簡易認知症検査、動脈硬化検査も追加
されます）

検査費用 40 歳以上　9,800 円 60 歳未満　15,300 円
60 歳以上　19,700 円

定員 20 名程度 80 名
※定員になり次第締切

申込の流れ

①保健福祉課健康推進係（☎ 67-7320）まで電話または直接お申し込み下さい。
※ファックスでのお申し込みは受け付けません。

② 帯広厚生病院へ人間ドックの申込をする
際に脳ドックをオプションで申し込んで
ください。

② 受診券等を送付しますので、予約日当日に
医療機関で受診してください。

注意事項

・ 清水町国民健康保険に加入している方は、脳ドックを受診されると特定健診を受診し
たことになります。年度内に集団・個別での特定健診は受診できませんのでご了承く
ださい。

・検査結果によって、町の保健師または栄養士から保健指導や栄養指導があります。

■お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎☎６7-7320

令和４年度　不妊治療・不育症治療費用助成のお知らせ令和４年度　不妊治療・不育症治療費用助成のお知らせ
　不妊治療・不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、治療費用を助成しています。　不妊治療・不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、治療費用を助成しています。

治　療 一般不妊治療 生殖補助医療 不育症治療

対象者

次の条件を全て満たす人
・清水町に住所を有していること
・法律上の婚姻関係があること
・他の市町村から同様の助成を受けていないこと

妻が町内に住所を有し、「北
海道不育症治療費助成事業」
による助成の決定を受けた人

対象
治療

令和４年４月１日以降に治療
を開始した一般不妊治療（タ
イミング法及び人工授精）
※保険診療の自己負担分を助成

令和４年４月１日以降に治療
を開始した生殖補助医療（体
外受精及び顕微授精）
※ 保険診療及び追加的に実施

した先進医療の自己負担分
を助成

北海道不育症治療費助成事業
の詳細は、北海道のホームペー
ジまたは帯広保健所（☎ 0155-
27-8637）までお問い合わせ下
さい。

助成内容

１年度の治療につき 10 万円
までを助成

１回の治療につき 30 万円ま
でを助成
※ 男性不妊治療を行った場合

は上記の他に 30 万円まで
を助成

１回の治療にかかった費用か
ら「北海道不育症治療費助成
事業」で受けた助成額を差し
引いた額に対して、20 万円
まで助成

申請期日
治療が終了した日の翌年の７
月末日まで

治療が終了した日から１年以内 治療終了後速やかに

注意事項

・ 令和４年度より、一般不妊治療及び生殖補助医療（旧：特定不妊治療）の助成の対象と
なる治療を変更していますので、ご留意ください。

・ 高額療養費制度の適用となる場合は、先に高額療養費制度の申請をする必要があります。
・申請する場合は、事前にご相談ください。

日　　時 対象 会場

乳幼児健康相談 7日（木） 14 時 00 分～ 16 時 00 分 乳幼児 保健福祉センター

２か月児相談 28 日（木） 10時～ 10時 15分受付 令和４年５月生 保健福祉センター

乳児健診
ＢＣＧ

相談日 19 日（火）
20 日（水）

９時15分～９時30分受付
※ 日程は対象者に別途通知し
ます。

令和４年２月生
令和３年８月生

保健福祉センター

診察日 27 日（水） 13時 30分～ 13時 40分受付 保健福祉センター

１歳２か月児相談 ７日（木） 13時～ 令和３年５月生 保健福祉センター

健診結果説明会

13 日（水）
14 日（木）

時間は別途通知します
特定健診・早目健診・後
期高齢者健診受診者

御影公民館

20 日（水）
21 日（木）
22 日（金）

保健福祉センター

定期の予防接種
４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）、２種混合（ジフテリア・破傷風）、不活化ポリオ、ロタウイルス、
ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、麻しん（はしか）風しん混合、水痘（水ぼうそう）、日本脳炎、子宮頸がん予防、
高齢者の肺炎球菌

任意の予防接種
おたふくかぜ
※ 保護者と本人が医師と相談し、ワクチンの効果や副反応について、十分理解した上で接種するか否かを決
めてください。

接種医療機関 清水赤十字病院、だい内科医院（子宮頸がん予防以外）、前田クリニック（ロタウイルス以外）、御影診療所（ロタ
ウイルス以外）

接種料金 高齢者の肺炎球菌は、町が一部負担します。
その他の予防接種は、町が全額負担します。

７月の健康カレンダー７月の健康カレンダー 【お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎６7-7320】

＜予防接種＞事前に接種医療機関へ予約してください。

※ 骨粗しょう症検診を毎週金曜日に※ 骨粗しょう症検診を毎週金曜日に
清水赤十字病院で行っています。清水赤十字病院で行っています。
対象は18歳以上の女性です。対象は18歳以上の女性です。

　 前日までに病院にお申し込みくだ　 前日までに病院にお申し込みくだ
さい。（清水赤十字病院さい。（清水赤十字病院☎62-2513）62-2513）

※ こころの健康相談を保健所で、毎月第２※ こころの健康相談を保健所で、毎月第２
火曜日と毎月第４木曜日に行っており、火曜日と毎月第４木曜日に行っており、
ご本人やご家族からの相談をお受けします。ご本人やご家族からの相談をお受けします。

　 予約制ですので、帯広保健所又は保健福　 予約制ですので、帯広保健所又は保健福
祉センター窓口までご連絡ください。（専祉センター窓口までご連絡ください。（専
用電話0155-21-9110）用電話0155-21-9110）

※ 保健福祉センター１階の相談ルームでは、※ 保健福祉センター１階の相談ルームでは、
平日８時45分～17時30分に妊娠・出産・平日８時45分～17時30分に妊娠・出産・
産後・子育て相談、赤ちゃんの身体計産後・子育て相談、赤ちゃんの身体計
測ができます。（予約不要）。測ができます。（予約不要）。

※母子手帳の交付は予約制です。※母子手帳の交付は予約制です。
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７月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
10 11 12 13 14 15 1616
17 18 19 20 21 22 2323
24 25 26 27 28 29 30
31

図書館カレンダー図書館カレンダー

は休館日　　 はおはなし会

　

季
節
に
あ
わ
せ
た
絵
本
・
紙
芝
居
な

　

季
節
に
あ
わ
せ
た
絵
本
・
紙
芝
居
な

ど
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お

ど
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お

越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ

越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
と
し
て
、

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
と
し
て
、

参
加
す
る
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
と
受
付

参
加
す
る
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
と
受
付

で
の
お
名
前
・
連
絡
先
の
記
入
に
ご
協

で
の
お
名
前
・
連
絡
先
の
記
入
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

力
く
だ
さ
い
。

▼▼
日
時
・
会
場

日
時
・
会
場

①
７
①
７
月月
1616
日日

（土）（土）　　

1313
時時
3030
分
～
分
～
1414
時
ま
で

時
ま
で

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

②
７
②
７
月月
2323
日日

（土）（土）　　

1111
時時
3030
分
～
分
～
1212
時
ま
で

時
ま
で

　

図
書
館

　

図
書
館

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

図
書
館　

図
書
館　

☎☎
6262
‐
３
０
３
０

‐
３
０
３
０

お
は
な
し
会
の
お
知
ら
せ

お
は
な
し
会
の
お
知
ら
せ

除
籍
済
み
資
料
・
雑
誌
を

除
籍
済
み
資
料
・
雑
誌
を

差
し
上
げ
ま
す

差
し
上
げ
ま
す

　

保
存
期
限
切
れ
等
の
理
由
で
除
籍
し

　

保
存
期
限
切
れ
等
の
理
由
で
除
籍
し

た
図
書
や
雑
誌
を
町
民
の
皆
さ
ん
へ
無

た
図
書
や
雑
誌
を
町
民
の
皆
さ
ん
へ
無

料
で
提
供
し
ま
す
。

料
で
提
供
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間

▼
実
施
期
間

　

７
月

　

７
月
1313
日日

（水）（水）
～
７
月

～
７
月
2020
日日

（水）（水）

　　

1010
時
～
時
～
1818
時時

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼▼
実
施
場
所

実
施
場
所　

図
書
館
正
面
玄
関
内

　

図
書
館
正
面
玄
関
内

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

図
書
館　

図
書
館　

☎☎
6262
‐
３
０
３
０

‐
３
０
３
０

　

町
内
の
手
芸
サ
ー
ク
ル
「
カ
ト
レ
ア

　

町
内
の
手
芸
サ
ー
ク
ル
「
カ
ト
レ
ア

会
」
の
皆
さ
ん
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刺

会
」
の
皆
さ
ん
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刺

繍
を
中
心
と
し
た
作
品
展
で
す
。

繍
を
中
心
と
し
た
作
品
展
で
す
。

　

一
針

　

一
針
一
針
丁
寧
に
縫
わ
れ
た
手
仕
事

一
針
丁
寧
に
縫
わ
れ
た
手
仕
事

を
せ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

を
せ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
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卓球協会
毎週　火・木曜日
19：30～21：30
毎週　土曜日

18：00～21：30

卓球少年団
毎週　火・木曜日
18：00～19：30
毎週　土曜日
9：00～13：00

ピンポン同好会
毎週　日曜日～金曜日

10：00～12：00

卓球友の会
毎週　月・水・金曜日

13：30～15：30
剣道少年団

毎週　水・金曜日
18：00～21：30

※ ７月19日（火）は休館日です。

７月�体育館第２競技場利用案内７月�体育館第２競技場利用案内

18：00～19：3018：00～19：30 19：30～21：3019：30～21：30

清
水
小
学
校　

体
育
館

清
水
小
学
校　

体
育
館

日日

月月

火火

水水 サッカー少年団サッカー少年団

木木

金金

土土

18：00～19：3018：00～19：30 19：30～21：3019：30～21：30

清
水
中
学
校　

体
育
館

清
水
中
学
校　

体
育
館

日日

月月

火火 サッカー少年団サッカー少年団

水水 サッカー少年団サッカー少年団

木木 サッカー少年団サッカー少年団

金金 剣道少年団（18時～21時）剣道少年団（18時～21時）

土土

７月学校開放利用案内７月学校開放利用案内

第　１　競　技　場
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

1 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

2 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

3 日 一 般 開 放

4 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

5 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

6 水 バスケットボール少年団
剣道少年団

朝日バレー少年団

7 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

8 金 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

9 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

10 日 一 般 開 放

11 月
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレー少年団

12 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

13 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

14 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

15 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

16 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

17 日 一 般 開 放

18 月 朝日バレーボール少年団
バスケットボール少年団 バレーボール協会

19 火 休館日

20 水 65フェスティバル65フェスティバル
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

21 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

22 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

23 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

24 日 一 般 開 放

25 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

26 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

27 水 バスケットボール少年団
剣道少年団

朝日バレー少年団

28 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

29 金 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

30 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

31 日 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

� ７� ７月　体育館・第１競技場利用案内�月　体育館・第１競技場利用案内�[ 体育館[ 体育館  ☎☎62-2913]62-2913]

体育館をご利用のみなさんへ
＊体育館を専用使用したい団体は、３か月前の月の初日から
　５日前まで受付けますので、体育館へお申し込みください。
＊自由時間帯は、一般開放予定ですが、団体使用及び大会等
　が入ることがありますので、事前にお問い合わせください。

※一般開放の時間は、ソフトバレー・バドミントン・卓球等の
　用具を貸し出ししていますのでご利用ください。
　また、サッカーの練習等ボールを蹴る行為はご遠慮ください。

大会・行事等

一 般 開 放

団体専用使用
自 由

利用予定は、NPO法人清水町体育協会のブログで随時お知らせしています。「マイとかち　清水町体育協会」で検索してください。
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７月の
開催日

町民と町長のふれあいトーク

７月８日

町長と直接対話してみませんか？町長と直接対話してみませんか？

　　  ■お申込み ・ お問い合わせ先■

 企画課広報広聴係 （☎☎６２-2114）

　町では、町政への提言、要望などを町長と話
す「町民と町長のふれあいトーク」を毎月開催
しています。　
　ふれあいトークの実施方法として、対面のほか、
電話またはリモートでの受付も行っています。
　申込みの際に、①希望する時間帯、②人数、③
トークの概要、④実施方法（対面・電話・リモー
ト）を企画課広報広聴係まで事前に連絡をお願い
します。（リモートでの申込締切日：７月１日）�
  来庁いただく場合は、新型コロ
ナウイルス感染症への感染拡大防
止対策にご協力いただけますよう
お願いいたします。

（金）

【各課お知らせチラシ】

　札幌国税局では、国税局や税務署において、税
のスペシャリストとして活躍する税務職員を募集
しています。
■応募資格
　高卒見込みの人、高卒後３年を経過していない人
■申込受付期間　６月20日（月）～29日（水）
①インターネット申込専用アドレス
　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
② 上記①ができない場合は第１次試験地を管轄す

る人事院地方事務局にお問い合わせください。
※ 人事院北海道事務局（〒060-0042　札幌市中央

区大通西12丁目　☎011-241-1248）
■第１次試験【基礎能力・適正・作文】　９月４日（日）
■第１次試験合格発表　10月６日（木）
■第２次試験【人物・身体】
　10月12日（水）～21日（金）のうち指定する日
■最終合格発表日　11月15日（火）
■お問い合わせ先
　ご不明点は、札幌国税局人事第２課採用担当

（☎011-231-5011　内線2315）または最寄りの
税務署（総務課）にお問い合わせください。

税務職員を募集します税務職員を募集します

【各課お知らせチラシ】

　令和３年度下半期（10月から３月まで）に行われた、入札の結果をお知らせします。掲載され
ていない事項等の問い合わせは、総務課契約財産係（☎☎62-2111）までご連絡ください。町のホー
ムページからもご覧になれます。

№ 工事名等 契約価格
（税込円）

落札率
（％） 契約相手

1 西都団地公営住宅解体工事 16,863,000 98.21 大心技研工業㈱

2 北星団地77号内部設備修繕 1,628,000 98.01 道東設備工業㈱

3 第２浄水場沈殿池堆積物清掃委託業務 704,000 94.12 クリーン開発㈱清水支店

4 令和３年度清水下水終末処理場機器更新
実施設計委託業務 2,090,000 91.79 ㈱日水コン北海道支所

5 清水町役場庁舎ほか全19施設で使用する
電力の供給 67,800,033 90.51 ㈱ＳＥウイングズ

6 清水小学校エアコン設置工事 44,000,000 97.32 ㈱牧野電気

7 御影小学校エアコン設置工事 23,240,800 95.00 ㈲御影電気

8 清水中学校エアコン設置工事 33,484,000 97.50 髙野工業㈱

9 御影中学校エアコン設置工事 19,340,200 94.99 Ｅサポート電設㈲

10 配合飼料（１月～３月分）（１トン当たり） 56,210 96.42 十勝清水町農業協同組合

11 清水町文化センター舞台設備操作等業務
委託 9,900,000 99.20 （一財）帯広市文化スポ

ーツ振興財団

12 清水町公衆浴場運営管理業務委託 7,590,000 98.57 ㈱ホクセイ

13 清和団地公営住宅解体実施設計委託業務 2,057,000 96.39 まちの建築家あくてぃ
ぶネット協同組合

14 西都団地公営住宅建設実施計画委託業務
（令和５年度建設分） 2,849,000 96.21 まちの建築家あくてぃ

ぶネット協同組合

15 松沢貸付住宅３号内部修繕 1,738,000 99.37 笹川組工業㈱

令和３年度入札結果（10月～３月）をお知らせします令和３年度入札結果（10月～３月）をお知らせします

第23回「未来へ残そう青い海！第23回「未来へ残そう青い海！
海上保安庁図画コンクール」作品募集中！海上保安庁図画コンクール」作品募集中！

　海上保安庁では、海洋環境保全思想の普及および海上保安業務への理解の促進を図ることを目
的として、第23回「未来へ残そう青い海・海上保安庁図画コンクール」を開催し、将来を担う小
中学生を対象に「はがきサイズ」にて作品を募集します。

▼対象▼対象
　全国の小中学生　全国の小中学生

▼応募部門▼応募部門
・小学校低学年の部・小学校低学年の部
　（１年生から３年生）　（１年生から３年生）
・小学校高学年の部・小学校高学年の部
　（４年生から６年生）　（４年生から６年生）
・中学生の部・中学生の部

▼募集期間▼募集期間
　９月９日まで　９月９日まで

▼作品テーマ▼作品テーマ
・「きれいな海で遊んでいる人々の様子」・「きれいな海で遊んでいる人々の様子」
・「きれいな海で働いている人々の様子」・「きれいな海で働いている人々の様子」
・「きれいな海に走る船の様子」・「きれいな海に走る船の様子」
・「海の生き物たちがいきいきしている様子」・「海の生き物たちがいきいきしている様子」
・「未来に残したい海」など・「未来に残したい海」など
※『未来に残そう青い海』をイメージしてください。※『未来に残そう青い海』をイメージしてください。

▼お問い合わせ先
広尾海上保安署
（広尾町並木通１丁目12-1）
☎：01558-2-0118
Fax：01558-9-2141

広尾保安署ホー広尾保安署ホー
ムページはこちら！ムページはこちら！

　平成23年に京都で男の子が亡くなる事故が
ありました。
　その子が事故に遭う前に、幼稚園で育てた
ひまわりの種を持ち帰り、来年一緒に育てよ
うと両親に話していましたが、叶うことはあ
りませんでした。
　両親と担当した警察官がそのひまわりを育
てたことから、命の大切さと事故撲滅を訴え
る「ひまわりの絆プロジェクト」が始まり、
今では全国に広まっています。
　このプロジェクトに賛同される方にひまわ
りの種を配布いたします。
　ご希望の方は、役場１階町民生活課または
御影支所にて配布しますのでお申し出ください。

交通事故撲滅を願う交通事故撲滅を願う
「ひまわりの絆プロジェクト」「ひまわりの絆プロジェクト」
～ひまわりの種を配布します～～ひまわりの種を配布します～

■お問い合わせ先■■お問い合わせ先■　　町民生活課住民活動係 （　　町民生活課住民活動係 （☎☎６２-1151６２-1151））

■お問い合わせ先■
　　企画課企画統計係 （☎６２-2114）
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■お問い合わせ先　　町民生活課生活環境係  ☎☎6767-7555

【各課お知らせチラシ】【各課お知らせチラシ】
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【各課お知らせチラシ】 【各課お知らせチラシ】

講座
番号 講座テーマ名 担当課

１ まちの台所事情 
～財政状況について～ 総　務　課

２ 情報公開制度について 総　務　課

３ まちの防災について 総　務　課

４ 清水町総合計画の概要について 企　画　課

５ 「清水町まちづくり基本条例」の
概要と取り組みについて 企　画　課

６ 町民税・固定資産税・納税の
しくみについて 税　務　課

７ 水道と下水道のしくみについて 水　道　課

８ 道路と河川の整備状況について 建　設　課

９ 公営住宅の現状と建替計画について 建　設　課

１０ 国民年金制度について 町民生活課

１１ 戸籍・住民票・印鑑証明制度に
ついて 町民生活課

１２ 交通安全と防犯対策について 町民生活課

１３ ごみの分別とリサイクルについて 町民生活課

１４ 国民健康保険制度の概要について 町民生活課

１５ 後期高齢者医療制度の概要について 町民生活課

１６ 在宅福祉サービスについて 保健福祉課

１７ 介護保険制度の概要について 保健福祉課

１８ 生活習慣病の予防について 保健福祉課

１９ 健康づくりは食生活から
～子どもからおとなまで～ 保健福祉課

　町では、清水町のまちづくりに関係するテーマの講座を行っています。
　町民の皆さんが『知りたい』『聞きたい』『学びたい』と思ったテーマに対して、担当する職員が講師
となり、受講者が指定する会場で講座を行います。
　受講できる講座テーマは下記のとおりとなっておりますので、受けてみたい講座があった際には申込
をして、講座を出前してみませんか？【お問い合わせ先】　企画課広報広聴係　☎62-2114
▼対象者
　町内に在住・在勤している５名以上の団体・グループ
▼申込方法
　原則として、開催希望日の２週間前までに申込書を広報広聴係まで提出してください。申込書は役場
ロビー、保健福祉センター、文化センター、御影支所に配置しています。
※電話申し込みも受け付けます。
▼その他
・開催時間は平日10時から21時までの２時間以内とし、会場は町内に限定します。
　※会場手配、受講者への案内、会場の諸準備、当日の進行等は申し込み側で対応願います。
・ この講座は、行政の業務説明を目的としているため、説明に対する質疑や意見交換は行いますが、苦
情や要望等をお受けする場ではございませんので、あらかじめご理解願います。

ふれあいトーク（出前講座）を利用してみませんか？ふれあいトーク（出前講座）を利用してみませんか？

講座
番号 講座テーマ名 担当課

２０ 認知所について
（認知症サポーター養成講座） 保健福祉課

２１ 子育て支援について 子育て支援課

２２ 農業振興のための支援について 農　林　課

２３ 移住・定住支援について 商工観光課

２４ 商業振興のための支援について
（企業誘致・企業支援を含む） 商工観光課

２５ 観光振興について 商工観光課

２６ 幼稚園・保育所・小学校の
連携について 学校教育課

２７ 食育（給食センターの取り組み）
について 学校教育課

２８ 社会教育活動のすすめ 社会教育課

２９ 農地の売買及び賃借の方法につ
いて～農地法の概要～ 農業委員会

３０ 地震・火災から実を守るために 消　防　署

３１ 知っておきたい
応急手当について 消　防　署

お気軽にご活用ください！

皆様からのお申し込み

をお待ちしています！

　快適で良好な生活環境の中で町民が安心して暮らせるよう、火災や災害・犯罪
等の発生が懸念され被害が波及する恐れのある家屋等の解体撤去にかかる経費に
ついて、町から補助金を交付します。

　この補助金は、住宅隣接地域で廃屋の倒壊や火災、犯罪の助長など第三者への被害
等を防止するため、対象区域は、下水道認可計画区域及び、御影集落排水処理計画区
域とします。

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
※�この補助金限度額は年度内300万円となっています。補助対象事業の受付は書類の整備が整った順とな
ります。また、年度途中であっても予算が無くなった場合は、その時点で終了となる場合があります
ので、あらかじめご了承願います。

※�補助金の交付を受けるには、解体等に着工する前に、補助金等申請書を提出し、町から事業認定を受
けなければなりません。

廃屋解体撤去費用を補助します！廃屋解体撤去費用を補助します！

事業区域事業区域

　補助金の対象は、次の全てに該当する家屋の解体撤　補助金の対象は、次の全てに該当する家屋の解体撤
去の費用です。去の費用です。
①�個人が所有する、住宅、物置・車庫、塀・囲い等の①�個人が所有する、住宅、物置・車庫、塀・囲い等の
用途としての機能を有さなくなったもの。用途としての機能を有さなくなったもの。

②町内の事業者により解体撤去を実施するもの。②町内の事業者により解体撤去を実施するもの。
③�解体撤去後に跡地利用計画があるか、または常に清③�解体撤去後に跡地利用計画があるか、または常に清
潔に管理されること。潔に管理されること。

④�土地所有者が管理できない場合は、適正な管理がで④�土地所有者が管理できない場合は、適正な管理がで
きる土地管理人を指定すること。きる土地管理人を指定すること。

⑤�公的補償費の対象家屋等ではなく、かつ、関連また⑤�公的補償費の対象家屋等ではなく、かつ、関連また
は重複する補助がないこと。は重複する補助がないこと。

⑥�補助申請者が家屋等の建て替えのために行う解体で⑥�補助申請者が家屋等の建て替えのために行う解体で
はないこと。はないこと。

⑦事業の用に供していた家屋等ではないこと。⑦事業の用に供していた家屋等ではないこと。
⑧�補助金申請時において１年以上居住していないこと。⑧�補助金申請時において１年以上居住していないこと。
⑨建築後おおむね25年以上経過していること。⑨建築後おおむね25年以上経過していること。
⑩町税等の滞納がないこと。⑩町税等の滞納がないこと。

①�住宅、物置・車庫は１㎡あたり7,000円を
撤去費用の上限として、算出された額の２
分の１を補助します。（50万円を限度とする。）

【算出例】
・木造２階建て（延べ床面積�99.5㎡）
⇒99.5㎡×7,000円＝696,500円（撤去費用）
　696,500円×1/2≒348,000円（補助金額）

※千円未満切り捨て

②�塀・囲い等は、撤去費用に要する額の２
分の１を補助します。（10万円を限度とする。）

※�実際の解体費用ではありませんのでご注
意ください。

【算出例】
・塀
⇒163,000円×1/2＝81,500円（対象費用）
　　　　　　　　　81,000円（補助金額）

※千円未満切り捨て

補助対象事業補助対象事業 補助金額補助金額

募集・実施期間募集・実施期間

　建物解体に伴う産業廃棄物の収集運搬、処理等　建物解体に伴う産業廃棄物の収集運搬、処理等
を実施する事業者は、産業廃棄物の収集運搬許可、を実施する事業者は、産業廃棄物の収集運搬許可、
産業廃棄物の中間処理業または最終処分業の許可産業廃棄物の中間処理業または最終処分業の許可
が必ず必要です。（北海道知事許可）が必ず必要です。（北海道知事許可）
※��解体費用につきましても、これら産業廃棄物の※��解体費用につきましても、これら産業廃棄物の
処理料金が加算されます。処理料金が加算されます。

※�無許可業者による収集運搬または処分は違法と※�無許可業者による収集運搬または処分は違法と
なりますので、十分ご注意願います。なりますので、十分ご注意願います。

□補助金等交付申請書（別記第１号）※必須
□補助金等交付申請書（別記第２号）
□解体見積書の写し　※必須
□同意書（借地の場合）
□位置図・見取り図　※必須
□土地管理人指定届（土地管理が困難な場合）
□廃屋解体撤去事業口座指定届　※必須
□廃屋解体撤去事業完了報告書　※必須
　①工事写真（着工前・工事中・完了後）
　②収支計算書
　③産業廃棄物管理票（マニュフェスト）

実施上の注意点実施上の注意点 必要なものリスト必要なものリスト

　住宅の解体撤去に伴い、土地の固定資産税　住宅の解体撤去に伴い、土地の固定資産税
の軽減が無くなる場合があります。詳しくはの軽減が無くなる場合があります。詳しくは
税務課（税務課（☎☎62-1152）までご相談ください。62-1152）までご相談ください。

【お申込み・お問い合わせ先】　町民生活課　生活環境係（【お申込み・お問い合わせ先】　町民生活課　生活環境係（☎☎67-7555）67-7555）



お知らせ版 2022.６.15【20】

【各課お知らせチラシ】


